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動物用医薬品等広告適正化基準 

第１ 目的 

この基準は、動物用医薬品等の広告が、虚偽又は誇大にわたらないようにするとともに、その適

正をはかることを目的とする。 

第２ 広告の範囲 

１ 動物用医薬品又は動物用医薬部外品の名称、成分分量、製造方法、用法、用量、効能又は効果

の広告については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下

「法」という。）第 14条第１項又は第 23 条の２の５第１項の規定により承認を受けた範囲を超

えないものとする。 

２ 動物用医療機器の名称、原料材料、製造方法、使用方法、性能又は効果の広告については、法

第 23 条の２の５第１項の規定により承認を受けた範囲を超えないものとする。 

３ 動物用再生医療等製品の名称、構造、構成細胞、導入遺伝子、製造方法、用法、用量、使用方

法、性能、効能又は効果の広告については、法第 23 条の 25 第１項の規定により承認を受けた

範囲を超えないものとする。 

第３ 広告の表現の制限 

１ 広告は、明瞭でかつ平易な表現で行うものとする。 

２ 最大級の表現又はこれに類する表現は行わないものとする。 

３ 法第 14 条により承認を受けた事項の内容を誤認させ、若しくは誤認させるおそれのある表現

並びに性能、効能又は効果を保証する表現は行わないものとする。 

４ 副作用又は不具合を生じやすい動物用医薬品又は再生医療等製品については、不当に安全性を

誇張するおそれのある表現は行わないものとする。 

５ 他社製品をひぼうし、若しくはひぼうするおそれのある表現は行わないものとする。 

６ 広告に文献を引用する場合は、その文献に記載された事実を正確に表現して行うものとする。 

７ 法第 83 条第１項の規定により読み替えて適用される法第 49 条第１項の規定により農林水産

大臣の指定する動物用医薬品（以下「要指示医薬品」という。）については、獣医師等の処方箋

又は指示により使用すべき旨、また注射剤、注入剤等であって獣医師等の指導により使用するこ

とが望ましいものにあってはその旨説明するものとする。 

８ 要指示医薬品については、獣医師から処方箋の交付又は指示を受けていない不特定多数の者に

対し広告を行わないものとする。 

９ 動物用医薬品等を使用する公の機関、学校、団体、診療所、個人等が当該動物用医薬品等を指

定し、公認、推せんし、又は運用している等の表現は行わないものとする。 

第４ 懸賞、賞品等による広告の制限 

１ 動物用医薬品等の乱売を助長し、又は助長するおそれがあると認められる懸賞又は賞品付き広

告は行わないものとする。 

２ 賞品又は景品に動物用医薬品等をもってあてる広告は行わないものとする。 


